
令
和
元
年
防
衛
省
令
第
三
号

防
衛
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
号
）
第
九
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
防
衛
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機

等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
施
設
管
理
者
等
の
通
報
の
方
法
）

第
二
条
　
法
第
十
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
施
設
管
理
者
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
対
象
施
設
（
自
衛
隊
の
施
設
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以

下
「
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
の
管
理
者
が
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
施
設
の
管
理
者
へ
の
通
報
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

２
　
施
設
管
理
者
等
の
う
ち
対
象
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
得
た
者
が
行
う
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
施
設
の
管
理
者
へ
の
通
報
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
一
号
の
通
報
書
を
、
当
該
対
象
施
設
の
管
理
者
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
日
時

二
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
目
的

三
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
内
の
区
域

四
　
施
設
管
理
者
等
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号

五
　
施
設
管
理
者
等
の
勤
務
先
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号
（
施
設
管
理
者
等
が
当
該
者
の
勤
務
先
の
業
務
と
し
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

六
　
船
舶
の
名
称
、
船
舶
番
号
等
（
船
舶
番
号
、
国
際
海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号
又
は
漁
船
登
録
番
号
を
い
う
。
次
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
四
条
第
一
号
ニ
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
船
種
、
船
籍
港
及
び
総
ト
ン
数
並
び
に
当
該
船
舶

と
の
連
絡
手
段
（
施
設
管
理
者
等
が
当
該
船
舶
に
乗
船
し
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

七
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
種
類
及
び
特
徴
（
製
造
者
、
名
称
、
製
造
番
号
、
色
、
大
き
さ
、
積
載
物
そ
の
他
の
特
徴
を
い
う
。
）

八
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
登
録
記
号
（
航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号
）
第
百
三
十
二
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
知
さ
れ
た
登
録
記
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

３
　
施
設
管
理
者
等
の
う
ち
対
象
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
得
た
者
が
、
当
該
対
象
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
得
る
に
当
た
っ
て
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
対
象
施
設
の
管
理
者
に
書
面
で
提
出
し
て
得
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
施
設
の
管
理
者
へ
の
通
報
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
。

（
土
地
所
有
者
等
の
通
報
の
方
法
）

第
三
条
　
法
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
土
地
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
が
行
う
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
施
設
の
管
理
者
へ
の

通
報
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
一
号
の
通
報
書
を
、
当
該
対
象
施
設
の
管
理
者
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
日
時

二
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
目
的

三
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
対
象
施
設
周
辺
地
域
内
の
区
域

四
　
土
地
所
有
者
等
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号

五
　
土
地
所
有
者
等
の
勤
務
先
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号
（
土
地
所
有
者
等
が
当
該
者
の
勤
務
先
の
業
務
と
し
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

六
　
船
舶
の
名
称
、
船
舶
番
号
等
、
船
種
、
船
籍
港
及
び
総
ト
ン
数
並
び
に
当
該
船
舶
と
の
連
絡
手
段
（
土
地
所
有
者
等
が
当
該
船
舶
に
乗
船
し
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

七
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
種
類
及
び
特
徴
（
製
造
者
、
名
称
、
製
造
番
号
、
色
、
大
き
さ
、
積
載
物
そ
の
他
の
特
徴
を
い
う
。
）

八
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
係
る
機
器
の
登
録
記
号

２
　
前
項
の
規
定
は
、
土
地
所
有
者
等
の
う
ち
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
の
同
意
を
得
た
者
が
行
う
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
施
設
の
管
理
者
へ
の
通
報
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
通
報

は
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
は
、
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
の
同
意
を
得
た
上
で
」
と
、
「
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
事
項
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
当
該
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
の
氏
名
、
住
所
及
び

電
話
番
号
」
と
、
「
通
報
書
」
と
あ
る
の
は
「
通
報
書
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
の
同
意
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
公
務
操
縦
者
の
通
報
の
方
法
）

第
四
条
　
法
第
十
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
お
う
と
す
る
者
（
以
下
「
公
務
操
縦
者
」
と
い
う
。
）
が
行
う
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
施
設
の
管
理
者
へ
の
通
報
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開

始
す
る
時
間
の
四
十
八
時
間
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
当
該
対
象
施
設
の
管
理
者
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
前
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
別
記
様
式
第
二
号
の
通
報
書

イ
　
公
務
操
縦
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
、
住
所
及
び
電
話
番
号

ロ
　
公
務
操
縦
者
の
勤
務
先
の
名
称
、
所
在
地
及
び
電
話
番
号

ハ
　
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
委
託
し
た
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
の
名
称
、
事
務
所
の
所
在
地
、
担
当
者
の
氏
名
及
び
電
話
番
号
（
公
務
操
縦
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行

う
場
合
に
限
る
。
）

ニ
　
船
舶
の
名
称
、
船
舶
番
号
等
、
船
種
、
船
籍
港
及
び
総
ト
ン
数
並
び
に
当
該
船
舶
と
の
連
絡
手
段
（
公
務
操
縦
者
が
当
該
船
舶
に
乗
船
し
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）

二
　
公
務
操
縦
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
の
写
し
（
公
務
操
縦
者
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
委
託
を
受
け
て
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
行
う
場
合
に
限

る
。
）

1



（
緊
急
時
の
特
例
）

第
五
条
　
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
対
象
施
設
の
管
理
者
へ
の
通
報
（
第
二
条
第
一
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
通
報
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
前
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
災
害
そ
の
他
緊

急
や
む
を
得
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
を
開
始
す
る
時
間
の
直
前
ま
で
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
ご
と
に
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
当
該
対
象
施
設
の
管
理
者
に
対
し
て
口
頭
で
行
う
こ
と
で
足
り
る
。

一
　
施
設
管
理
者
等
の
う
ち
対
象
施
設
の
管
理
者
の
同
意
を
得
た
者
　
第
二
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

二
　
土
地
所
有
者
等
の
う
ち
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
　
第
三
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項

三
　
土
地
所
有
者
等
の
う
ち
土
地
の
所
有
者
又
は
占
有
者
の
同
意
を
得
た
者
　
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
に
つ
い
て
同
意
を
し
た
土
地
の
所
有
者
又
は
占

有
者
の
氏
名
、
住
所
及
び
電
話
番
号

四
　
公
務
操
縦
者
　
前
条
第
一
号
に
規
定
す
る
事
項

（
対
象
施
設
の
管
理
者
）

第
六
条
　
対
象
施
設
の
管
理
者
に
つ
い
て
は
、
防
衛
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
国
会
議
事
堂
、
内
閣
総
理
大
臣
官
邸
そ
の
他
の
国
の
重
要
な
施
設
等
、
外
国
公
館
等
及
び
原
子
力
事
業
所
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
元
年
法
律
第
十
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
省
令
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記

様
式
第
二
号
中
「
日
本
産
業
規
格
」
と
あ
る
の
は
、
「
日
本
工
業
規
格
」
と
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
七
月
一
三
日
防
衛
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第

一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
七
月
十
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
防
衛
省
令
第
一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
五
月
二
〇
日
防
衛
省
令
第
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
無
人
航
空
機
等
の
飛
行
に
よ
る
危
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
の
航
空
法
及
び
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法

律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
六
月
二
十
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
航
空
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
防
衛
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空

に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
新
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
第
八
号
中
「
第
百
三
十
二
条
の
四
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
一
条
の
六
第
三
項
」
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
新
省
令
別
記
様
式
第
一
号
及
び
別
記
様
式
第
二
号
中
「
第
１
３
２
条
の
５
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
１
３
１
条
の
７
第
１
項
」
と
す
る
。

３
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
防
衛
省
関
係
重
要
施
設
の
周
辺
地
域
の
上
空
に
お
け
る
小
型
無
人
機
等
の
飛
行
の
禁
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
は
、

新
省
令
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
る
書
面
と
み
な
す
。
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別
記
様
式
第
一
号
（
第
２
条
、
第
３
条
関
係
）

別記様式第一号(第2条、第3条関係) 

小型無人機等の飛行に関する通報書 

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法

律第9号。以下「法」という。)第10条第3項の規定により通報します。 

年  月  日 

(対象施設の管理者) 殿 

操縦者           

氏名            

小型無人機等の

飛行を行う日時   月  日  時  分から  時  分まで 

小型無人機等の

飛行を行う目的 

 

小型無人機等の

飛行を行う区域 

 

操 縦 者 

氏 名 

生 年 月 日 

住 所 

電 話 番 号 

 

操縦者の勤務先 

名 称 

所 在 地 

電 話 番 号 

 

同 意 を し た

土 地 の 所 有 者

又 は 占 有 者 

名 称 

所 在 地 

電 話 番 号 

 

船 舶 

名 称 

船 舶 番 号 等 

船 種 

船 籍 港 

総 ト ン 数 

連 絡 手 段 

 

機器の種類  

 機器の特徴 

製 造 者  名 称  

製造番号  登 録 記 号  

色 
 

大 き さ 
 

3



積載物  

その他の

特 徴 

 

外 観 
 

(写真) 

備 考 
 

 備考1 小型無人機等の飛行に係る区域の欄には、小型無人機等の飛行に係る対象施設周

辺地域内の区域を具体的に記載するとともに、当該区域を示す地図を添付すること。

なお、法第2条第1項第3号に掲げる対象施設及びその周辺敷地等の上空において行

う小型無人機等の飛行は、法第10条第2項の規定により、同項第1号に掲げる対象施

設の管理者又はその同意を得た者に限り行うことができることに留意すること。 

   2 操縦者欄には、法第10条第2項第1号又は第2号に掲げる小型無人機等の飛行を行

おうとする者を記載すること。 

   3 操縦者の勤務先欄には、操縦者が当該者の勤務先の業務として小型無人機等の飛

行を行おうとする場合のみ記載すること。 

   4 同意をした土地の所有者又は占有者の欄には、操縦者が土地の所有者又は占有者

の同意を得たものである場合のみ記載すること。 

   5 同意をした土地の所有者又は占有者が複数の場合は、別紙に記載の上、これを添

付すること。 

   6 船舶欄には、操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合にのみ

記載すること。 

   7 機器の種類欄には、法第2条第3項に定める小型無人機又は同条第4項に定める特

定航空用機器のいずれに該当するかを記載すること。 

   8 製造番号欄には、製造番号、製造記号、管理番号、型番号、品番その他いかなる

名称であるかを問わず、小型無人機等の飛行に係る機器を識別するために付された

文字、記号又は符号を記載すること。 

   9 登録記号欄には、航空法第132条の5第1項の規定により小型無人機等に表示しな

ければならないこととされている登録記号を記載すること。 

   10 不要の欄は、斜線で消すこと。 

   11 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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別
記
様
式
第
二
号
（
第
４
条
関
係
）

別記様式第二号(第4条関係) 

小型無人機等の飛行に関する通報書 

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法

律第9号。以下「法」という。)第10条第3項の規定により通報します。 

年  月  日 

(対象施設の管理者) 殿 

操縦者           

氏名            

小型無人機等の

飛行を行う日時   月  日  時  分から  時  分まで 

小型無人機等の

飛行を行う目的 

 

小型無人機等の

飛行を行う区域 

 

公務操縦者 

氏 名 

生 年 月 日 

住 所 

電 話 番 号 

 

公務操縦者の

勤 務 先 

名 称 

所 在 地 

電 話 番 号 

 

小型無人機等の

飛行を委託した

国又は地方公共

団 体 の 機 関 

名 称 

事務所の所在地 

担 当 者 の 氏 名 

電 話 番 号 

 

船 舶 

名 称 

船 舶 番 号 等 

船 種 

船 籍 港 

総 ト ン 数 

連 絡 手 段 

 

機器の種類  

 機器の特徴 

製 造 者  名 称  

製造番号  登 録 記 号  

色 
 

大 き さ 
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積載物  

その他の

特 徴 

 

外 観 
 

(写真) 

備 考 
 

 備考1 小型無人機等の飛行に係る区域の欄には、小型無人機等の飛行に係る対象施設周

辺地域内の区域を具体的に記載するとともに、当該区域を示す地図を添付すること。

なお、法第2条第1項第3号に掲げる対象施設及びその周辺敷地等の上空において行

う小型無人機等の飛行は、法第10条第2項の規定により、同項第1号に掲げる対象施

設の管理者又はその同意を得た者に限り行うことができることに留意すること。 

   2 公務操縦者欄には、法第10条第2項第3号に掲げる小型無人機等の飛行を行おうと

する者を記載すること。 

   3 小型無人機等の飛行を委託した国又は地方公共団体の機関の欄には、公務操縦者

が国又は地方公共団体の委託を受けて小型無人機等の飛行を行う場合にのみ記載

すること。 

   4 船舶欄には、操縦者が当該船舶に乗船して小型無人機等の飛行を行う場合にのみ

記載すること。 

   5 機器の種類欄には、法第2条第3項に定める小型無人機又は同条第4項に定める特

定航空用機器のいずれに該当するかを記載すること。 

   6 製造番号欄には、製造番号、製造記号、管理番号、型番号、品番その他いかなる

名称であるかを問わず、小型無人機等の飛行に係る機器を識別するために付された

文字、記号又は符号を記載すること。 

   7 登録記号欄には、航空法第132条の5第1項の規定により小型無人機等に表示しな

ければならないこととされている登録記号を記載すること。 

   8 不要の欄は、斜線で消すこと。 

   9 用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。 
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